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この手引について 

 この手引は、豊橋市内において住宅宿泊事業を営もうとされる方を対象

としています。 

 この手引は、あくまでもポイントを御紹介するものです。したがって、

住宅宿泊事業を始めようとする方は、関係法令を十分に御理解いただく

必要があります。 

【参照しておくべき主な関係法令、資料等】 

 住宅宿泊事業法 

 住宅宿泊事業法施行令 

 住宅宿泊事業法施行規則 

 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 

 厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則 

 住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）（厚生労働省医薬・生活衛生局、

国土交通省土地・建設産業局、国土交通省住宅局、国土交通省観光庁） 

 民泊の安全措置の手引き（国土交通省住宅局建築指導課） 

                               等 

※ これらは民泊制度ポータルサイト（観光庁）のホームページで御覧いただけます。 

【URL】 http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html


